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◇テーマ
疾病予防管理について、他国事例から我が国への示唆を探る（職域福利厚生の視点も）
（対象6カ国：米、英、仏、独、欄、瑞）

◇日程・内容
05/26水 基礎データ：人口構成、保健医療支出、主観的健康度、危険因子と寿命等
06/23水 医療保障制度：保険者構成、財政方式、国民医療費等
07/28水 医療提供体制：医療機関、医療従事者、医療アクセス、その他の医療資源等
10/27水 瑞・英・仏の疾病予防管理
11/24水 独・蘭・米の疾病予防管理
12/22水 6カ国の比較とわが国への示唆
講演 日本の疾病予防管理（職域）

◇監修、評価、アドバイザー等のご協力
東京海上日動火災 小坂雅人部長
社会的健康戦略研究所 浅野健一郎代表
FR健康保険組合 奥村芳弘様
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高年齢者雇用と労働生産性

・雇用義務年齢は、 20 年で 5 歳引上げ

・企業は定年を延長して、＠賃金や福利厚生費の増加

を受け容れつつ国際競争に対峙（日本は遅れ気味）

・2018年に官邸は「人生 100 年時代構想会議」

・リスクシナリオの 1 つとして「生涯現役時代」の到来を想

定する必要

・勤労年数の長期化に伴い、勤労意欲は低下して、単位

労働当たりの生産性は低下する可能性（限界生産性

の低減則が顕著に表れる懸念）

「生涯現役」というリスクシナリオ

・勤労者にとって、何年間で生涯賃金を稼ぐのが最善か

・事業主にとって、どのような賃金体系や福利厚生制度

が長い現役生活の労働生産性向上に資するか

・あらためて実証的に論考。雇用義務年齢の引上げが

勤労者と事業主の双方にもたらす負の影響を緩和
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定年延長と賃金カーブの見直し
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生涯現役時代の福利厚生

・高年齢期を含む①長い現役期間の生活福祉と②労働
生産性向上（戦略性）の双方に資する視点が必要

・①については、元より生涯福祉の思想で設計されている
公的医療（法定福利）と協働した施策という方向感が
現実的か（法定外独自の生涯福祉は実現困難）
・ヘルスケア領域では、①と②の双方に資する施策が実
現し易い
・例えば、健保の保健事業で行う健康増進（①）と法
定外福利費で行う健康支援（②）、人事労務費で行う
作業環境整備（②）などとの協働が考えられる
・研究者への期待は、こうした恊働の事例や実効性の検
証や科学的根拠の蓄積（疾病予防管理の実効性の検
証は重要なテーマの１つ）
・法定福祉費の戦略的活用（生産性貢献）という視点

社会保障財政にとっても重要な視点

・勤労者の生涯社会保険料は生涯賃金に概ね比例
・したがって、労働長期化に伴う生涯賃金の増加は社会
保障財政にとって望ましい変化であるが、限界生産性が
著しく低減して生涯賃金が減ってしまうと期待外れに終わ
る懸念（生産性堅持が望ましい）
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試論
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ご清聴とご協力に感謝します


